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１．はじめに
　今回は、英国法系の法体系を持つアジアを代表す
る世界的な金融センターの１つであるシンガポール
共和国の商標制度を取り上げて、概説することとす
る。

2．基本情報
【国名】

　シンガポール共和国（Republic of Singapore）
　通称「シンガポール」

【国土と人口】

　シンガポール共和国は、マレー半島南端、赤道の
137km北に位置し、その領土は、シンガポール島及
び60以上の著しく小規模な島々から構成される。面
積は東京都23区と同程度の719平方キロメートルで
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あり、人口は561万人（2016年６月統計）を要する世
界有数の人口密集地域である。同共和国は、中華系
74%、マレー系13%、インド系９%の民族からなり

（2016年６月統計）、言語は、マレー語であり、公用
語として英語、中国語、マレー語などが使用されて
いる。また、主な宗教は、仏教、イスラム教、キリ
スト教、ヒンズー教などである。

【歴史】

　1924年、正式に英国の植民地となるが、1959年英
国より自治権を獲得し、シンガポール自治州となる。
そして、1963年にマレーシア成立に伴い、その一つ
の州として参加し、1965年にマレーシアより分離独
立し、シンガポール共和国が建国され、現在に至る。

【経済状況】

　シンガポールは、経済面でも、法人税17％、個人
所得税最高税率15％など低率の優遇税制措置を講じ
て外資を呼び込みながらも、英国法系の透明性のあ
る諸制度などの特徴を生かし、アジアにおける国際
金融及び物流の拠点として確固たる地位を築いてい
る。
　また、エレクトロニクス、化学関連、バイオメディ
カル、輸送機械、精密機械などの製造業をはじめ、
運輸・通信業、金融サービス業などが主な産業であ
る。
　因みに、2016年の名目GDPは、2,887億米ドル（邦

貨31兆7,570億円）、実質DGP成長率は2.0%であり、
シンガポールの貿易額（2016年）は、輸出額が3,204
億7,600万米ドル（邦貨約35兆2,523億6,000万円）、輸
入出額が2,749億9,800万米ドル（邦貨約30兆2,497億
8,000万円）である（シンガポール統計局）。

【日本との関係】

　日本政府は1965年８月９日にシンガポールを国家
として承認、1966年４月26日にはシンガポールと外
交関係を樹立し、その後も政治、経済、文化など多
方面の分野において交流が行われており、現在も良
好な関係を維持している。
　シンガポールに拠点を置く日系企業は800社を超
えており（2017年１月現在）、在留邦人は36,963人

（2015年10月現在）であり、他方、在日シンガポール
人は7,232名（2016年６月末法務省統計）である。
　因みに、我が国の対シンガポール貿易額（2015年）
は、輸出額（日本⇒シンガポール）が２兆1,550億円、
輸入額（シンガポール⇒日本）が8,110億円である（日
本財務省統計）。

３．知的財産（商標）保護状況
【法律・条約等の加盟状況】

　商標法は、2014年法律第４号にて改正され、現行
法となっている。なお、2014年S743により改正され
た商標規則が2014年11月13日に施行され、適用され
ている。
　また、パリ条約及び国際出願に関するマドリッ
ド・プロトコルに加盟しているため、シンガポール
に直接出願することも、また、マドリッド・プロト
コルを利用してシンガポールを指定して国際出願を
行うことも可能である。
　なお、標章の登録のための商品及びサービスの国
際分類に関するニース協定にも加盟しており、現在
は国際分類（第11版）が適用されている。

【組織（関係官庁）】

　シンガポールにおける商標の管轄官庁は、シンガ
ポール知的財産局（Intellectual Property Office of 
Singapore）であり、通称はIPOSである。
　出願の傾向として、2011年以降緩やかではあるが
増加基調にある。しかし、出願件数は、2015年の１

外務省のウエブサイトより抜粋：http://www.mofa.
go.jp/mofaj/area/singapore/ 


